
 

 

 令 和 7 年 9 月 2 2 日 

 総合政策局海外プロジェクト推進課 

水管理・国土保全局河川計画課 

 

カリブ地域との水防災・水管理分野に関する協力を促進 

～カリブ災害緊急管理機関（CDEMA）との協力覚書の署名を行いました～ 

＜背景・経緯＞ 

 カリブ諸国はハリケーンの常襲地域であり水災害が多発しています。一方で、島国である

ことから水資源が不足しており水の有効利用等が課題となっています。 

日本と共通する課題を持ち、我が国の技術・ノウハウの活用に対する CDEMA 側のニーズ

が高いことから協力覚書の署名を行うこととなりました。 

 

＜覚書の概要＞ 

１ 名 称：日本国内閣府及び国土交通省並びにカリブ災害緊急管理機関との間の水防

災に関する覚書  

２ 署 名 日：令和7年9月18日（木）  

３ 署 名 者：（日本側） 内閣府 広域避難・計画推進室 鎌原宜文 室長（内閣審議官） 

            国土交通省 水管理・国土保全局 林正道 局長 

       （CDEMA側）エリザベス・ライリー長官 

４ 協力内容： 
（１）洪水（内水および沿岸域の氾濫含む）、渇水、その他の水関連災害の影響を受ける、

水防災分野における関係国間の協力を促進し、強化する。 
（２）水防災に関連する話題が議論される国際フォーラムにおいて情報発信を行う。 
（３）企業による水防災関連の具体的なプロジェクトの実施を支援し、世界的な可能性と 

ニーズに関する研究を促進する。 
（４）統合水資源管理（IWRM）、気候変動適応、水関連災害の早期警報、衛星データの活用、 

ダムや貯水池の統合管理、渇水対策、水の有効利用など、水資源開発に関する各国の
政策に関する情報と経験を交換する。 

（５）相互の合意に基づき、水防災、渇水対策、水の有効利用に関連する研究機関及び企業 
に対し、現地視察の実施を促進し、セミナーを開催する。       

【問い合わせ先】 
総合政策局 海外プロジェクト推進課   西村、大槻 
代表：03-5253-8111（内線25823、25815）、直通:03-5253-8315 

9月18日（木）カリブ災害緊急管理機関※との間で水防災・水管理分野に関する協力覚書に

署名しました。 

今後、同分野に関する我が国の技術・ノウハウの活用等を通じて、カリブ地域との協力関係

を深めてまいります。 

※カリブ災害緊急管理機関（CDEMA：Caribbean Disaster Emergency Management Agency） 

 カリブ地域全体の災害対応等の調整を担う機関。20カ国が加盟。 



 

 
 

 
 

別添 

覚書署名式の様子 

写真左から林局長、ライリー長官、鎌原室長（内閣審議官）  


